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食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について

（要請） 
 

上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設において

液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしました。 
つきましては、食品工場及び業務用厨房施設の液化石油ガス及び都市ガスの消費設備に

よる一酸化炭素中毒事故防止のため、関係機関及び関係団体に対し、別添１から５につい

て注意喚起を行うよう要請します。 
 
 


































